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(57)【要約】
【課題】　デジタル放送コンテンツのスクランブルを解
除して録画するか、スクランブルを解除せずに録画する
かを適切に制御することが可能な録画装置及び録画制御
方法を提供する。
【解決手段】　本発明の録画装置は、デジタル放送コン
テンツの録画予約の設定をしたときに装着されていたＩ
Ｃカードが、該デジタル放送コンテンツの録画を実行す
るときに装着されているか否かに基づいて、録画するデ
ジタル放送コンテンツのスクランブルを解除できるか否
かを判定する。スクランブルを解除できると判定された
場合は、録画予約されたデジタル放送コンテンツのスク
ランブルをデスクランブル手段で解除して録画し、スク
ランブルが解除できないと判定された場合は、録画予約
されたデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除せ
ずに録画するように制御する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　録画予約されたデジタル放送コンテンツを録画する録画装置であって、
　スクランブルされたデジタル放送コンテンツを受信する受信手段と、
　スクランブルを解除するための情報が格納されたＩＣカードを用いて、デジタル放送コ
ンテンツのスクランブルを解除するデスクランブル手段と、
　デジタル放送コンテンツの録画予約の設定をしたときに装着されていたＩＣカードが、
該デジタル放送コンテンツの録画を実行するときに装着されているか否かに基づいて、録
画するデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除できるか否かを判定する判定手段と
、
　前記判定手段によりスクランブルを解除できると判定された場合は、前記録画予約され
たデジタル放送コンテンツのスクランブルを前記デスクランブル手段で解除して録画し、
前記判定手段によりスクランブルが解除できないと判定された場合は、前記録画予約され
たデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除せずに録画するように制御する制御手段
とを備えることを特徴とする録画装置。
【請求項２】
　前記デスクランブル手段は、前記ＩＣカードに格納されたマスタ鍵を用いてデジタル放
送コンテンツに含まれるスクランブル鍵を取り出し、該スクランブル鍵を用いてデジタル
放送コンテンツのスクランブルを解除することを特徴とする請求項１に記載の録画装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記録画予約されたデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除せ
ずに録画した後に、該デジタル放送コンテンツの録画予約の設定をしたときに装着されて
いたＩＣカードが装着された場合は、録画された該デジタル放送コンテンツのスクランブ
ルを前記デスクランブル手段で解除するように制御することを特徴とする請求項１または
請求項２に記載の録画装置。
【請求項４】
　録画されたデジタル放送コンテンツの再生を指示する操作手段をさらに備え、
　前記操作手段により、スクランブルを解除せずに録画されたデジタル放送コンテンツの
再生を指示された場合、前記判定手段は、該デジタル放送コンテンツの録画予約の設定を
したときに装着されていたＩＣカードが装着されているか否かに基づいて、前記再生を指
示されたデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除できるか否かを判定し、前記制御
手段は、前記再生を指示されたデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除できると判
定された場合は、該デジタル放送コンテンツのスクランブルを前記デスクランブル手段で
解除して再生するように制御することを特徴とする請求項１から請求項３までにいずれか
一項に記載の録画装置。
【請求項５】
　前記判定手段により、前記再生が指示されたデジタル放送コンテンツのスクランブルを
解除できないと判定された場合は、警告メッセージを生成するメッセージ生成手段をさら
に備えることを特徴とする請求項４に記載の録画装置。
【請求項６】
　録画予約されたデジタル放送コンテンツを録画する録画装置の制御方法であって、
　スクランブルされたデジタル放送コンテンツを受信する受信ステップと、
　デジタル放送コンテンツの録画予約の設定をしたときに装着されていたＩＣカードが、
該デジタル放送コンテンツの録画を実行するときに装着されているか否かに基づいて、録
画するデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除できるか否かを判定する判定ステッ
プと、
　スクランブルを解除できると判定された場合は、前記録画予約されたデジタル放送コン
テンツのスクランブルを解除して録画し、スクランブルが解除できないと判定された場合
は、前記録画予約されたデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除せずに録画するよ
うに制御する制御ステップとを備えることを特徴とする制御方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル放送コンテンツを録画する録画装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　日本のデジタル放送におけるアクセス制御方式については、社団法人電波産業会（ＡＲ
ＩＢ）の標準規格「ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｂ２５　５．１版」によって規定されている。
【０００３】
　Ｂ－ＣＡＳ方式では、マスタ鍵と固有ＩＤ番号が記憶されたＩＣカード（Ｂ－ＣＡＳカ
ード）を使用する。このため、Ｂ－ＣＡＳカードを正規に装着していない受信機では、デ
ジタル放送のスクランブルを解除することができず、デジタル放送コンテンツの視聴や録
画を行うことができない。
【０００４】
　受信機は、放送信号に多重されたＥＣＭ（Ｅｎｔｉｔｌｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｍｅｓｓａｇｅ）とＥＭＭ（Ｅｎｔｉｔｌｅｍｅｎｔ　Ｍａｎｅｇｅｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓ
ａｇｅ）を取り出してＩＣカードに送る。ＥＣＭは受信機共通の情報であり、ＥＭＭは受
信機ごとに個別の情報である。受信機は、マスタ鍵を用いてＥＭＭを復号し、ワーク鍵と
契約情報を取り出す。そして、ワーク鍵を用いてＥＣＭを復号し、スクランブル鍵と番組
属性情報を取り出す。次に、契約情報と番組属性情報を照合し、コンテンツの視聴権限が
ある場合は、スクランブル鍵を用いてデジタル放送コンテンツを復号する。
【０００５】
　地上デジタル放送などの無料放送であっても、正規のＩＣカード（Ｂ－ＣＡＳカード）
を装着しないと視聴することができない。また、ＥＭＭは有料放送コンテンツの視聴制御
にも用いられ、契約しているＩＣカードを装着しないと有料放送コンテンツを視聴するこ
とができない。有料放送コンテンツの契約者は、契約しているＩＣカードを所有していれ
ば契約した有料放送の視聴が可能である。例えば、ある契約者が友人宅で自分が契約した
有料放送を視聴したい場合は、自分のＩＣカードを友人宅に持ち込んで受信機に装着する
と視聴することができる（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、コンテンツが不正に複製されることに伴う著作権保護の問題を解決するために、
放送信号をスクランブルされた信号のまま―旦記録し、再生するときにデスクランブルを
行う方法も提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平４－１３８７３５号公報
【特許文献２】特開２０００－１１５０９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、ユーザが複数の受信機を所有している場合、全ての受信機で有料放送コンテン
ツが見られるように視聴契約すると契約費用が高額になるため、１つ若しくは必要な台数
分のみ視聴契約するケースがある。この場合、必要に応じて視聴契約しているＩＣカード
を、放送視聴する受信機に差し替えて使用することで、契約している有料放送コンテンツ
をどの受信機でも視聴することができる。
【０００８】
　しかしながら、視聴契約している有料放送コンテンツをある受信機で録画予約した後、
視聴契約しているＩＣカードを他の受信機に差し替えて使用した場合、録画予約の実行前
にはＩＣカードを差し戻さなければならない。このため、録画予約の実行前にＩＣカード
を差し戻さなかった場合に、録画予約が実行できないという問題があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、デジタル放送コンテンツのスクランブルを解除して録画するか、ス
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クランブルを解除せずに録画するかを適切に制御することが可能な録画装置及び録画制御
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するために、本発明の一実施の形態に係る録画装置は、録画予約さ
れたデジタル放送コンテンツを録画する録画装置であって、スクランブルされたデジタル
放送コンテンツを受信する受信手段と、スクランブルを解除するための情報が格納された
ＩＣカードを用いて、デジタル放送コンテンツのスクランブルを解除するデスクランブル
手段と、デジタル放送コンテンツの録画予約の設定をしたときに装着されていたＩＣカー
ドが、該デジタル放送コンテンツの録画を実行するときに装着されているか否かに基づい
て、録画するデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除できるか否かを判定する判定
手段と、判定手段によりスクランブルを解除できると判定された場合は、録画予約された
デジタル放送コンテンツのスクランブルをデスクランブル手段で解除して録画し、判定手
段によりスクランブルが解除できないと判定された場合は、録画予約されたデジタル放送
コンテンツのスクランブルを解除せずに録画するように制御する制御手段とを備えること
を特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の一実施の形態に係る制御方法は、録画予約されたデジタル放送コンテン
ツを録画する録画装置の制御方法であって、スクランブルされたデジタル放送コンテンツ
を受信する受信ステップと、デジタル放送コンテンツの録画予約の設定をしたときに装着
されていたＩＣカードが、該デジタル放送コンテンツの録画を実行するときに装着されて
いるか否かに基づいて、録画するデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除できるか
否かを判定する判定ステップと、スクランブルを解除できると判定された場合は、録画予
約されたデジタル放送コンテンツのスクランブルを解除して録画し、スクランブルが解除
できないと判定された場合は、録画予約されたデジタル放送コンテンツのスクランブルを
解除せずに録画するように制御する制御ステップとを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、デジタル放送コンテンツのスクランブルを解除して録画するか、スク
ランブルを解除せずに録画するかを適切に制御することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を用いて本発明の実施の形態について説明する。
【００１４】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る放送受信装置１００の概略構成を示すブロック図
である。放送受信装置１００としては、例えば、録画機能を有するデジタルテレビ受像機
、デジタル放送の録画機能を有する録画機などが挙げられる。
【００１５】
　受信部１０１は、アンテナを介してデジタル放送信号を受信するチューナモジュールで
あって、トランスポート・ストリーム（ＴＳ）形式の信号を出力する。デスクランブル部
１０２は、受信部１０１から出力されたＴＳ信号の中からＥＣＭとＥＭＭを取り出してＩ
Ｃカード部１０３に渡す。
【００１６】
　ＩＣカード部１０３には、マスタ鍵と固有ＩＤ番号が格納されたＩＣカード（Ｂ－ＣＡ
Ｓカード）が装着され、ＩＣカードが着脱可能な構成となっている。受信したＥＭＭはＩ
ＣカードのＩＤ番号でフィルタリングされ、自分宛てのＥＭＭがＩＣカード部１０３に送
られる。ＩＣカード部１０３は、ＩＣカードのマスタ鍵を用いてＥＭＭを復号し、ワーク
鍵と契約情報を取り出す。そして、ワーク鍵を用いてＥＣＭを復号し、スクランブル鍵と
番組属性情報（番組名など）を取り出す。次に、契約情報と番組属性情報を照合し、コン
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テンツの視聴権限がある場合は、スクランブル鍵をデスクランブル部１０２に渡す。デス
クランブル部１０２は、スクランブル鍵を用いて、ＴＳ信号のスクランブルを解除（デス
クランブル）する。
【００１７】
　多重分離部（ＤｅＭＵＸ）１０４は、多重化されたＴＳ信号から映像信号や音声信号を
分離する。ＭＰＥＧデコード部１０５は、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅ
ｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）によって符号化された映像信号及び音声信号を復号（デコー
ド）する。
【００１８】
　表示部１０６は、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなどで構成され、ＭＰＥＧ
デコード部１０５で復号された映像を表示する。ただし、表示部１０６が放送受信装置１
００の外部に接続される構成であってもよい。スピーカ１０７は、ＭＰＥＧデコード部１
０５で復号された音声を出力する。
【００１９】
　判定部１０８は、ＩＣカード部１０３から契約情報及び番組属性情報を取得し、それら
を照合してデジタル放送コンテンツの視聴契約をしたＩＣカードが装着されているか否か
を判定する。
【００２０】
　録画・再生制御部１０９は、例えば、ＣＰＵとＲＡＭやＲＯＭ、あるいはこれらと同様
の機能を有するマイコンなどの集積回路で構成される。録画・再生制御部１０９は、判定
部１０８による判定結果に基づいて、デジタル放送コンテンツの録画及び再生に関する制
御を行う。記録部１１０は、例えば、ハードディスクや、フラッシュメモリなどで構成さ
れ、録画されたデジタル放送コンテンツを保存する。
【００２１】
　操作部１１１は、ユーザ操作により放送受信装置１００の動作を指示するためのボタン
や十字キーなどで構成される。ただし、操作部１１１は、放送受信装置１００を遠隔操作
可能なリモートコントローラーによって構成されていてもよい。ユーザは、操作部１１１
のボタン操作によって、デジタル放送コンテンツの録画予約の設定をすることができる。
【００２２】
　メッセージ生成部１１２は、録画・再生制御部１０９からの指示にしたがってメッセー
ジを生成する。生成されたメッセージは、ＭＰＥＧデコード部１０５を介して表示部１０
６で表示される。
【００２３】
　図２は、図１に示した放送受信装置１００の録画動作を示すフローチャートである。ス
テップＳ２０１において、録画・再生制御部１０９は、録画要求があるか否かを判別し、
録画要求があった場合は、ステップＳ２０２に進む。ここで、録画要求があった場合とは
、例えば、録画予約された番組の録画開始時刻（または、録画開始時刻より所定時間前の
時刻）になった場合、お好み番組の自動録画開始時刻になった場合などが想定される。
【００２４】
　ステップＳ２０２において、判定部１０８は、ＩＣカード部１０３から契約情報及び番
組属性情報を取得し、それらを照合してデジタル放送コンテンツの視聴契約をしたＩＣカ
ードが装着されているか否かを判定する。具体的には、まずＩＣカード部１０３にＩＣカ
ードが装着されているかどうかを判別する。判別方法としては、ＩＣカードからの応答の
有無で判断してもよいし、カードの抜き差し検知機構を設けてもよい。ＩＣカードが装着
されている場合は、録画要求されている放送番組の視聴契約をしているＩＣカードか否か
を判定する。「視聴契約をしているＩＣカード」とは、有料放送の視聴契約をしているＩ
Ｃカードに限定されるものではなく、例えば地上デジタル放送などの無料放送を視聴する
ための正規のＢ－ＣＡＳカードも含む。
【００２５】
　ここで、デジタル放送コンテンツの視聴契約をしたＩＣカードが装着されている（ＹＥ
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Ｓ）と判定された場合は、ステップＳ２０２からステップＳ２０３に進む。ステップＳ２
０３において、デスクランブル部１０２は、スクランブル鍵を用いてＴＳ信号のスクラン
ブルを解除し、録画・再生制御部１０９は、デスクランブルされたデジタル放送コンテン
ツを録画する。録画されたデジタル放送コンテンツは、記録部１１０に保存される。例え
ば、デジタル放送コンテンツの録画予約の設定をしたときにＩＣカード部１０３に装着し
ていたＩＣカードを抜き差ししなければ、デジタル放送コンテンツの視聴契約をしたＩＣ
カードが装着されていると判定され、このステップＳ２０３が実行される。
【００２６】
　一方、デジタル放送コンテンツの視聴契約をしたＩＣカードが装着されていない（ＮＯ
）と判定された場合は、ステップＳ２０２からステップＳ２０４に進む。ステップＳ２０
４において、録画・再生制御部１０９は、デスクランブルされていないデジタル放送コン
テンツを録画する。すなわち、受信部１０１から出力されたＴＳ信号を記録部１１０に保
存するように制御する。例えば、デジタル放送コンテンツの録画予約の設定をしたときに
ＩＣカード部１０３に装着していたＩＣカードを抜き取っていた場合は、デジタル放送コ
ンテンツの視聴契約をしたＩＣカードが装着されていないと判定され、このステップＳ２
０４が実行される。
【００２７】
　なお、録画・再生制御部１０９は、デスクランブルされたデジタル放送コンテンツを録
画する際、ＭＰＥＧ２－ＴＳ形式のまま記録してもよいし、Ｈ．２６４形式のデータにト
ランスコードして記録してもよい。デスクランブルされていないデジタル放送コンテンツ
を録画する際は、受信部１０１から出力されるＴＳ信号に対してトランスコード処理を行
わずに、記録部１１０に保存する。
【００２８】
　図３は、図１に示した放送受信装置１００の再生動作を示すフローチャートである。ス
テップＳ２１１において、録画・再生制御部１０９は、再生要求があるか否かを判別し、
再生要求があった場合は、ステップＳ２１２に進む。ここで、再生要求があった場合とは
、例えば、ユーザが操作部１１１の再生ボタンを押下した場合などである。
【００２９】
　ステップＳ２１２において、録画・再生制御部１０９は、再生要求されたコンテンツが
デスクランブルされたコンテンツであるか否かを判別する。ここで、再生要求されたコン
テンツがデスクランブルされたコンテンツである場合は（ＹＥＳ）、ステップＳ２１３に
進み、コンテンツをデコードして再生するように制御する。すなわち、記録部１１０から
コンテンツを読み出して、多重分離部１０４及びＭＰＥＧデコード部１０５を介して表示
部１０６及びスピーカ１０７に出力するように制御する。
【００３０】
　一方、再生要求されたコンテンツがデスクランブルされたコンテンツでない場合は（Ｎ
Ｏ）、ステップＳ２１２からステップＳ２１４に進む。ステップＳ２１４において、判定
部１０８は、ＩＣカード部１０３から契約情報及び番組属性情報を取得し、それらを照合
して再生要求されたコンテンツの視聴契約をしたＩＣカードが装着されているか否かを判
定する。
【００３１】
　ここで、再生要求されたコンテンツの視聴契約をしたＩＣカードが装着されている（Ｙ
ＥＳ）と判定された場合は、ステップＳ２１４からステップＳ２１５に進む。ステップＳ
２１５において、録画・再生制御部１０９は、コンテンツをデスクランブル及びデコード
して再生するように制御する。すなわち、記録部１１０からコンテンツを読み出して、デ
スクランブル部１０２、多重分離部１０４及びＭＰＥＧデコード部１０５を介して表示部
１０６及びスピーカ１０７に出力するように制御する。
【００３２】
　一方、再生要求されたコンテンツの視聴契約をしたＩＣカードが装着されていない（Ｎ
Ｏ）と判定された場合は、ステップＳ２１４からステップＳ２１６に進む。ステップＳ２
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１６において、メッセージ生成部１１２は、再生要求されたコンテンツの視聴契約をした
ＩＣカードを装着するように促す警告メッセージを生成する。生成されたメッセージは、
ＭＰＥＧデコード部１０５を介して表示部１０６に表示される。ＩＣカードが装着されて
いない場合の警告メッセージとしては、例えば「ＩＣカードが装着されていません。コン
テンツを再生するためにはＩＣカードを装着してください」などが考えられる。有料放送
コンテンツの視聴契約していないＩＣカードが装着されていた場合の警告メッセージとし
ては、例えば「視聴契約したＩＣカードが装着されていません。再生するコンテンツを視
聴契約しているＩＣカードを装着してください」などが考えられる。
【００３３】
　したがって、この実施の形態１によれば、録画予約されたデジタル放送コンテンツのス
クランブルを解除して録画するか、スクランブルを解除せずに録画するかを適切に制御す
ることが可能となる。これにより、例えば、視聴契約している有料放送コンテンツをある
受信機で録画予約した後、ＩＣカードを他の受信機に差し替えて使用し、録画予約の実行
前にＩＣカードを差し戻すのを忘れてしまったような場合でも録画予約を実行することが
可能となる。また、デスクランブルされていないコンテンツの再生要求があった場合は、
契約しているＩＣカードを用いてデスクランブルして再生するように制御することで、問
題なくコンテンツを視聴することが可能となる。
【００３４】
　なお、録画予約された放送番組がある場合にＩＣカードが抜き取られたら、「スクラン
ブルを解除せずに録画しますが、よろしいですか？」といった警告メッセージを表示する
ようにしてもよい。この場合は、ＩＣカード部１０３でＩＣカードの挿抜を検知し、メッ
セージ生成部１１２が上記警告メッセージを生成する。
【００３５】
　また、ＩＣカードが装着された場合に、記録部１１０内のデスクランブルされていない
コンテンツを自動的にデスクランブルして再度記録しなおすように制御してもよい。この
場合、録画・再生制御部１０９は、記録部１１０内のデスクランブルされていないコンテ
ンツを読み出して、デスクランブル部１０２によってスクランブルを解除するように制御
する。
【００３６】
　（実施の形態２）
　実施の形態１で説明したようなＩＣカード等のハードウェアを用いずに、ソフトウェア
によってアクセス制御を行う新ＲＭＰ（Ｒｉｇｈｔｓ　Ｍａｎｅｇｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　
Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）方式が新たに提案されている。新ＲＭＰ方式についての規定は、
社団法人電波産業会（ＡＲＩＢ）の標準規格「ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｂ２５　５．１版」の
第３部「受信時の制御方式（コンテンツ保護法式）」に追加された。新ＲＭＰ方式では、
ＥＭＭによって送信されるワーク鍵を復号するためにデバイス鍵を用いる。デバイス鍵は
、放送受信装置の機種ごとに定められる鍵であり、放送受信装置内に予め格納されている
生成アルゴリズムを用いてＥＭＭから生成される。新ＲＭＰ方式では、ＥＭＭは放送事業
者ごとに定められ、送信される。
【００３７】
　新ＲＭＰ方式に対応した放送受信装置はＩＣカードが不要なので、従来のＢ－ＣＡＳ方
式に対応した放送受信装置よりも小型で安価である。一方、新ＲＭＰ方式は機種ごとに限
定受信制御を行う方式であるため、受信機単位で個別契約する必要のある有料放送は行う
ことができない。そこで、新ＲＭＰ方式に対応した放送受信装置で有料放送を視聴したい
場合は、有料放送の受信に対応した外付Ｂ－ＣＡＳチューナを接続することが考えられる
。
【００３８】
　図４は、本発明の実施の形態２に係る放送受信装置３００及び外付チューナ装置３１１
の概略構成を示すブロック図であって、図１と対比される図である。図１の放送受信装置
１００と同様の動作を行うブロックについては同一の符号を付し、その説明は省略する。
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また、外付チューナ装置３１１内の受信部３１２、デスクランブル部３１３、ＩＣカード
部３１４は、それぞれ図１で説明した受信部１０１、デスクランブル部１０２、ＩＣカー
ド部１０３と同様の構成であり、その説明は省略する。
【００３９】
　放送受信装置３００内の新ＲＭＰ受信部３０１は、新ＲＭＰ方式に対応したチューナモ
ジュールである。新ＲＭＰデスクランブル部３０２は、新ＲＭＰ受信部３０１から出力さ
れたＴＳ信号の中からＥＣＭとＥＭＭを取り出してスクランブル鍵を生成し、スクランブ
ル鍵を用いてＴＳ信号のスクランブルを解除（デスクランブル）する。また、ＴＳ信号の
中からデジタル放送コンテンツの契約情報と番組属性情報を取り出して判定部３０３に渡
す。
【００４０】
　判定部３０３は、デジタル放送コンテンツの視聴契約をしたＩＣカードが外付チューナ
装置３１１内のＩＣカード部３１４に装着されているか否かを判定する。録画・再生制御
部３０４は、判定部３０３による判定結果に基づいて、デジタル放送コンテンツの録画及
び再生に関する制御を行う。
【００４１】
　図５は、実施の形態２における録画動作を示すフローチャートである。ステップＳ４０
１において、録画・再生制御部３０４は、録画要求があるか否かを判別し、録画要求があ
った場合は、ステップＳ４０２に進む。ここで、録画要求があった場合とは、例えば、録
画予約された番組の録画開始時刻（または、録画開始時刻より所定時間前の時刻）になっ
た場合、お好み番組の自動録画開始時刻になった場合などが想定される。
【００４２】
　ステップＳ４０２において、判定部３０３は、デジタル放送コンテンツの視聴契約をし
たＩＣカードが外付チューナ装置３１１内のＩＣカード部３１４に装着されているか否か
を判定する。具体的には、まず外付チューナ装置３１１が放送受信装置３００に接続され
ているか否かを判別し、外付チューナ装置３１１が接続されていればＩＣカード部３１４
にＩＣカードが装着されているかどうかを判別する。そして、ＩＣカードが装着されてい
る場合は、録画要求されている放送番組の視聴契約をしているＩＣカードか否かを判定す
る。
【００４３】
　ここで、デジタル放送コンテンツの視聴契約をしたＩＣカードが外付チューナ装置３１
１内のＩＣカード部３１４に装着されている場合（ＹＥＳ）は、ステップＳ４０２からス
テップＳ４０３に進む。ステップＳ４０３において、外付チューナ装置３１１内のデスク
ランブル部３１３は、スクランブル鍵を用いて受信部３１２から出力されたＴＳ信号のス
クランブルを解除し、録画・再生制御部３０４は、デスクランブルされたデジタル放送コ
ンテンツを録画する。録画されたデジタル放送コンテンツは、記録部１１０に保存される
。
【００４４】
　一方、デジタル放送コンテンツの視聴契約をしたＩＣカードが外付チューナ装置３１１
内のＩＣカード部３１４に装着されていない場合（ＮＯ）は、ステップＳ４０２からステ
ップＳ４０４に進む。ステップＳ４０４において、録画・再生制御部３０４は、デスクラ
ンブルされていないデジタル放送コンテンツを録画する。すなわち、放送受信装置３００
内の新ＲＭＰ受信部３０１から出力されたＴＳ信号を記録部１１０に保存するように制御
する。ただし、外付チューナ装置３１１内の受信部３１２から出力されたＴＳ信号を記録
部１１０に保存するようにしてもよい。
【００４５】
　コンテンツの再生動作については、図３で説明した動作と同様である。録画・再生制御
部３０４は、再生要求されたコンテンツがデスクランブルされたコンテンツである場合は
、録画・再生制御部３０４は、コンテンツをデコードして再生するように制御する。すな
わち、記録部１１０からコンテンツを読み出して、多重分離部１０４及びＭＰＥＧデコー
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再生要求されたコンテンツがデスクランブルされたコンテンツでない場合は、録画・再生
制御部１０９は、コンテンツをデスクランブル及びデコードして再生するように制御する
。すなわち、記録部１１０からコンテンツを読み出して、デスクランブル部３１３、多重
分離部１０４及びＭＰＥＧデコード部１０５を介して表示部１０６及びスピーカ１０７に
出力するように制御する。
【００４６】
　したがって、この実施の形態２では、新ＲＭＰ方式に対応した放送受信装置３００及び
外付チューナ装置３１１を用いた構成において、実施の形態１と同様の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る放送受信装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示した放送受信装置の録画動作を示すフローチャートである。
【図３】図１に示した放送受信装置の再生動作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態２に係る放送受信装置及び外付チューナ装置の概略構成を示
すブロック図である。
【図５】実施の形態２における録画動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４８】
　１００　放送受信装置
　１０１　受信部
　１０２　デスクランブル部
　１０３　ＩＣカード
　１０４　多重分離部（ＤｅＭＵＸ）
　１０５　ＭＰＥＧデコード
　１０６　表示部
　１０７　スピーカ
　１０８　判定部
　１０９　録画・再生制御部
　１１０　記録部
　１１１　操作部
　１１２　メッセージ生成部
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